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市では、条例・計画などの策定を進
めるにあたり、市民の皆さんにご意
見をお伺いします

　9月21日から下表の2件の条例・計画案について、パブ
リックコメント（意見公募）を実施します。

パブリック
コメント
概　要

（仮称）町田市景観計画（素案）
まちの魅力を高めるための計画です

案 件 名

担 当 課

町田市福祉のまちづくり
総合推進条例の改正（案）

町田市スポーツ振興計画
（案）

福祉総務課
1724･2133

・本紙9月21日号に概要を掲載
＜9月21日以降＞
・町田市ホームページに詳細を掲載
＜9月24日以降＞
・市役所、各市民センター等で資料の閲覧及び配布

・郵便  ・ファクシミリ
・Eメール ・担当課窓口及び閲覧窓口への提出

募集期間

案の
公表方法

意見等の
提出方法

9月21日（祝）～10月20日（火）

スポーツ振興課
1724･4036
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　市では、市民の皆さんの身近な生活と密接に関わる景観づくりについて、地域の個性や特色に応じたきめ
細やかな誘導を図り、まちの魅力を高めていくため、2006年度から、市民や専門家、市内の関係団体の皆さ
んとともに検討を進めてきました。
　今年6月には、町田市景観条例を公布し、8月1日から東京都の同意を受け景観行政団体となりました。
　12月に、景観法に基づく市の良好な景観の形成に関する計画（景観計画）を策定するにあたり、皆さんか
らのご意見を募集します。

計画の位置づけ
　景観計画は、景観法及び町田市景観条例に基づく
計画です。また、町田市基本構想・基本計画を実現
するための計画として位置づけ、市の関連計画や東
京都景観計画との整合を図ります。

　　計画（素案）に関する資料は、町田市ホームページのほか、以下の
窓口で閲覧及び配布を行っています。
・まちづくり推進課（市役所中町第三庁舎2階）、市民相談室（市役所
本庁舎1階）、市政情報やまびこ（市役所中町分庁舎1階）、市民協働
推進課（町田市民フォーラム3階）
・各市民センター、木曽山崎センター、玉川学園文化センター 
・各市立図書館、町田市民文学館

取り組みの基本姿勢
■ 市民・事業者・行政の協働により景観づくりに取り組む
■ 将来像を見据えた次世代へつなげる景観づくりを目指す
■ 地域の自然や文化・歴史を尊重し個性を生かした
景観づくりを進める
■ 市民が主役となって景観づくりに取り組む（協働
による市民の役割）
■ 事業者は地域の景観づくりに貢献する（協働によ
る事業者の役割）
■ 行政は率先して景観づくりを実践する（協働によ
る行政の役割）
■ 景観づくりの高まりとともに成長・充実する計画とする

計画の期間・計画の対象区域
　目標の時期は概ね2030年とします。市全域を景
観計画区域とします。

　自然景観、まち並み景観、文化的・歴史的景観、
生活・活動の景観に整理しています。
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（仮称）町田市景観計画（素案）の概要
序章　良好な町田市の景観づくりを目指して

ご意見の提出方法について

49月25日（金）午前10時～
5市役所中町第三庁舎3階第三会議室
3市内で商業、工業、建設業、その他の事業活動を行う方
6届出制度に係る事項、事業者との協働の取り組み等に関すること
830人（申し込み順）
29月23日までに、電話で町田市コールセンター（1724・5656）へ
1まちづくり推進課　1709・0642

～事業者向けの説明会を開催します～

－募集期間－

－資料の閲覧及び配布－

－提出方法－

－注意事項－

9月1１日（金）～10月9日（金）

①郵送　配布資料に添付している専用封筒（料金受取人払郵便）を利用
するか、まちづくり推進課（〒194－0021、中町1－4－2）へ
②ファクシミリ　薨709・0615
③Eメール　mcity410＠city.machida.tokyo.jp
④窓口への提出　まちづくり推進課（市役所中町第三庁舎2階）ほか上
記資料配布窓口へ（それぞれの窓口で開庁日時が異なります。ご確認
の上ご持参下さい）

・書式は自由ですが、住所、氏名、連絡先、件名をご記入下さい。
・電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません。
・ご意見への個別の回答は行いません。
・公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
・寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、11月下
旬に公表する予定です。基本理念

生活風景に魅力と豊かさを感じられるまち
～人と風景が共に育つ景観づくり～

第1章　町田市の景観の特徴

　屋外広告物の方針や、景
観重要公共施設などを位置
づけています。

第5章　景観法に基づく
その他の方針等

　協働で取り組む仕組みを用
意します。また、取り組みの
進捗状況を定期的に確認して
いきます。

第6章　計画の推進・管理
（市民、事業者、行政による協働の取り組み）

　町田市都市計画マスタープ
ランに基づく8つの地域に分
けて、景観づくりのテーマや、
作法、配慮すべき景観要素等
を示しています。

第3章　地域別の景観づ
くりの方針

　町田市の主な特徴に合わ
せた3つの景観形成ゾーン（丘
陵地、住まい共生、にぎわ
い）と、地区の特性に応じ
たきめ細やかな誘導を行う
景観形成誘導地区（小野路
宿通り、町田駅前通り、多
摩境通り）を定め、一定規
模以上の建築行為等を対象
に、届出制度を運用します。

第4章　届出制度による
景観づくり

第2章　町田市の景観づくりの基本的な方針

基本目標
Ⅰ　自然の風景を守り育てる
Ⅱ　だれもがやすらぎ誇れるまち並みをつくる
Ⅲ　先人が築いた文化・歴史を受け継ぐ
Ⅳ　次世代に向けてだれもが愛着と誇りをもてる
　　まちを目指す

神村万里恵さん
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